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 （草津市道路占用料条例の一部改正） 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～８条 ≪現行どおり≫ 第１条～８条 ≪省略≫ 

（占用料） （占用料） 

別表（第２条第１項関係） 別表（第２条第１項関係） 

占用物件 占用料 

単位 額 

（円） 

法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第一種電柱 １本につき

１年 

９４０ 

第二種電柱 １，４００ 

第三種電柱 ２，０００ 

第一種電話柱 ８４０ 

第二種電話柱 １，３００ 

第三種電話柱 １，８００ 

その他の柱類 ８４ 

共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

８ 

地下に設ける電線そ

の他の線類 

５ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

８２０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

５００ 

変圧塔その他これに

類するものおよび公

衆電話所 

１個につき

１年 

１，７００ 

郵便差出箱および信

書便差出箱 

７１０ 

広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

５，４００ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

１，７００ 

占用物件 占用料 

単位 額 

（円） 

法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第一種電柱 １本につき

１年 

８００ 

第二種電柱 １，２００ 

第三種電柱 １，７００ 

第一種電話柱 ７１０ 

第二種電話柱 １，１００ 

第三種電話柱 １，６００ 

その他の柱類 ７１ 

共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

７ 

地下に設ける電線そ

の他の線類 

４ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

７００ 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

４３０ 

変圧塔その他これに

類するものおよび公

衆電話所 

１個につき

１年 

１，４００ 

郵便差出箱および信

書便差出箱 

６００ 

広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

４，８００ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

１，４００ 



 

改正後 改正前 

年 

法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

３５ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

５０ 

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

７６ 

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

１００ 

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

１５０ 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

２００ 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

３５０ 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

５００ 

外径が１メートル以

上のもの 

１，０００ 

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に

よる

地下に設

けるもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

５ 

その他の

もの 

１７ 

年 

法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

３０ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

４３ 

外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

６４ 

外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

８６ 

外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

１３０ 

外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

１７０ 

外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

３００ 

外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

４３０ 

外径が１メートル以

上のもの 

８６０ 

法第３

２条第

１項第

３号に

掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に

よる

地下に設

けるもの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

４ 

その他の

もの 

１４ 



 

改正後 改正前 

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

他の

線類 

道路の構造また

は交通の状況を

表示する標示柱

その他の柱類 

１本につき

１年 

１，３００ 

その

他の

もの 

上空に設

けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

８４０ 

地下に設

けるもの 

５００ 

その他のもの １，７００ 

法第３２条第１項第４号に

掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，７００ 

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

地下街

および

地下室 

階数が１の

もの 

Aに０．０

０４を乗

じて得た

額 

階数が２の

もの 

Aに０．０

０６を乗

じて得た

額 

階数が３以

上のもの 

Aに０．０

０８を乗

じて得た

額 

上空に設ける通路 ２，７００ 

地下に設ける通路 １，６００ 

その他のもの １，７００ 

法第３

２条第

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

占用面積１

平方メート

５４ 

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

他の

線類 

道路の構造また

は交通の状況を

表示する標示柱

その他の柱類 

１本につき

１年 

１，１００ 

その

他の

もの 

上空に設

けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

７１０ 

地下に設

けるもの 

４３０ 

その他のもの １，４００ 

法第３２条第１項第４号に

掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

１，４００ 

法第３

２条第

１項第

５号に

掲げる

施設 

地下街

および

地下室 

階数が１の

もの 

Aに０．０

０４を乗

じて得た

額 

階数が２の

もの 

Aに０．０

０６を乗

じて得た

額 

階数が３以

上のもの 

Aに０．０

０７を乗

じて得た

額 

上空に設ける通路 ２，４００ 

地下に設ける通路 １，５００ 

その他のもの １，４００ 

法第３

２条第

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

占用面積１

平方メート

４８ 



 

改正後 改正前 

１項第

６号に

掲げる

施設 

に設けるもの ルにつき１

日 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

５４０ 

道路法

施行令

（昭和

２７年

政令第

４７９

号。以下

「政令」

とい

う。）第

７条第

１号に

掲げる

物件 

看板（

アーチ

である

ものを

除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

５４０ 

その他のも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

５，４００ 

標識 １本につき

１年 

１，３００ 

旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催し

に際し、一時

的に設ける

もの 

１本につき

１日 

５４ 

その他のも

の 

１本につき

１月 

５４０ 

幕（政

令第７

条第４

号に掲

げる工

事用施

設であ

るもの

を除

く。） 

祭礼、縁日そ

の他の催し

に際し、一時

的に設ける

もの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

５４ 

その他のも

の 

その面積１

平方メート

ルにつき１

月 

５４０ 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき

１月 

５，４００ 

その他のも

の 

２，７００ 

政令第７条第２号に掲げる 占用面積１１，７００ 

１項第

６号に

掲げる

施設 

に設けるもの ルにつき１

日 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

４８０ 

道路法

施行令

（昭和

２７年

政令第

４７９

号。以下

「政令」

とい

う。）第

７条第

１号に

掲げる

物件 

看板（

アーチ

である

ものを

除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

４８０ 

その他のも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

４，８００ 

標識 １本につき

１年 

１，１００ 

旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催し

に際し、一時

的に設ける

もの 

１本につき

１日 

４８ 

その他のも

の 

１本につき

１月 

４８０ 

幕（政

令第７

条第４

号に掲

げる工

事用施

設であ

るもの

を除

く。） 

祭礼、縁日そ

の他の催し

に際し、一時

的に設ける

もの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

４８ 

その他のも

の 

その面積１

平方メート

ルにつき１

月 

４８０ 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき

１月 

４，８００ 

その他のも

の 

２，４００ 

政令第７条第２号に掲げる 占用面積１１，４００ 



 

改正後 改正前 

工作物 平方メート

ルにつき１

年 

政令第７条第３号に掲げる

施設 

Aに０．０

３４を乗

じて得た

額 

政令第７条第４号に掲げる

工事用施設および同条第５

号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

５４０ 

政令第７条第６号に掲げる

仮設建築物および同条第７

号に掲げる施設 

１７０ 

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上または

高架の道路の路面下

（当該路面下の地下

を除く。）に設けるも

の 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Aに０．０

１１を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

１８を乗

じて得た

額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

を除く。）

に設ける

もの 

階数が１

のもの 

Aに０．０

０４を乗

じて得た

額 

階数が２

のもの 

Aに０．０

０６を乗

じて得た

額 

階数が３

以上のも

の 

Aに０．０

０８を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

２６を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

建築物 Aに０．０

１５を乗

工作物 平方メート

ルにつき１

年 

政令第７条第３号に掲げる

施設 

Aに０．０

３１を乗

じて得た

額 

政令第７条第４号に掲げる

工事用施設および同条第５

号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

４８０ 

政令第７条第６号に掲げる

仮設建築物および同条第７

号に掲げる施設 

１４０ 

政令第

７条第

８号に

掲げる

施設 

トンネルの上または

高架の道路の路面下

（当該路面下の地下

を除く。）に設けるも

の 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

Aに０．０

０９を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

１７を乗

じて得た

額 

地下（ト

ンネルの

上の地下

を除く。）

に設ける

もの 

階数が１

のもの 

Aに０．０

０４を乗

じて得た

額 

階数が２

のもの 

Aに０．０

０６を乗

じて得た

額 

階数が３

以上のも

の 

Aに０．０

０７を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

２５を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

建築物 Aに０．０

１２を乗



 

改正後 改正前 

９号に

掲げる

施設 

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

１１を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１０号

に掲げ

る施設

および

自動車

駐車場 

建築物 Aに０．０

２４を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

１１を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１１号

に掲げ

る応急

仮設建

築物 

トンネルの上または

高架の道路の路面下

に設けるもの 

Aに０．０

１５を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

２４を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

３４を乗

じて得た

額 

政令第７条第１２号に掲げ

る器具 

Aに０．０

２６を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１３号

に掲げ

る施設 

トンネルの上または

高速自動車国道もし

くは自動車専用道路

（高架のものに限

る。）の路面下に設け

るもの 

Aに０．０

１５を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

２４を乗

９号に

掲げる

施設 

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

０９を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１０号

に掲げ

る施設

および

自動車

駐車場 

建築物 Aに０．０

２２を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

０９を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１１号

に掲げ

る応急

仮設建

築物 

トンネルの上または

高架の道路の路面下

に設けるもの 

Aに０．０

１２を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

２２を乗

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

３１を乗

じて得た

額 

政令第７条第１２号に掲げ

る器具 

Aに０．０

２５を乗

じて得た

額 

政令第

７条第

１３号

に掲げ

る施設 

トンネルの上または

高速自動車国道もし

くは自動車専用道路

（高架のものに限

る。）の路面下に設け

るもの 

Aに０．０

１２を乗

じて得た

額 

上空に設けるもの Aに０．０

２２を乗



 

改正後 改正前 

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

３４を乗

じて得た

額 
 

じて得た

額 

その他のもの Aに０．０

３１を乗

じて得た

額 
 

備考 ≪現行とおり≫ 備考 ≪省略≫ 

 

（草津市駅前広場管理条例の一部改正） 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１条～第１３条 ≪現行どおり≫ 第１条～第１３条 ≪省略≫ 

別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 別表（第５条第１項、第８条第１項関係） 

占用の区分 占用料の

額 

占用の期間 

路線

バス

（道

路運

送法

（昭

和２

６年

法律

第１

８３

号）

第３

条第

１号

イに

掲げ

る事

業と

して

運行

され

自動車検査

証に記載さ

れた長さが

１２メート

ル以下の車

両 

承認（人の

乗降のた

めに一時

的に停止

する目的

で利用す

る場合を

いう。以下

同じ。） 

１区画に

つき１月

 ２，９

００円 

１年以内 

駐車（人の

乗降のた

めに継続

的かつ独

占的に利

用する場

合をいう。

以下同

じ。） 

１区画に

つき１月

 ５，７

００円 

１年以内 

自動車検査

証に記載さ

れた長さが

１２メート

承認 １区画に

つき１月

 ４，５

００円 

１年以内 

占用の区分 占用料の

額 

占用の期間 

路線

バス

（道

路運

送法

（昭

和２

６年

法律

第１

８３

号）

第３

条第

１号

イに

掲げ

る事

業と

して

運行

され

自動車検査

証に記載さ

れた長さが

１２メート

ル以下の車

両 

承認（人の

乗降のた

めに一時

的に停止

する目的

で利用す

る場合を

いう。以下

同じ。） 

１区画に

つき１月

 ２，５

００円 

１年以内 

駐車（人の

乗降のた

めに継続

的かつ独

占的に利

用する場

合をいう。

以下同

じ。） 

１区画に

つき１月

 ５，０

００円 

１年以内 

自動車検査

証に記載さ

れた長さが

１２メート

承認 １区画に

つき１月

 ４，０

００円 

１年以内 



 

改正後 改正前 

るも

のを

い

う。） 

ルを超える

車両であつ

て、道路運

送車両の保

安基準（昭

和２６年運

輸省令第６

７号）第５

５条に基づ

く認定を受

けた車両 

駐車 １区画に

つき１月

 ９，０

００円 

１年以内 

タクシー（道路運

送法第３条第１

号ハに掲げる事

業として運行さ

れるものをい

う。） 

承認 １区画に

つき１月

 １，６

００円 

１年以内 

駐車 １区画に

つき１月

 ３，１

００円 

１年以内 

その他のもの 草津市道

路占用料

条例（昭

和５９年

草津市条

例第１８

号）に規

定する占

用料の例

による。 

その都度市

長が定める

期間 

 

るも

のを

い

う。） 

ルを超える

車両であつ

て、道路運

送車両の保

安基準（昭

和２６年運

輸省令第６

７号）第５

５条に基づ

く認定を受

けた車両 

駐車 １区画に

つき１月

 ８，０

００円 

１年以内 

タクシー（道路運

送法第３条第１

号ハに掲げる事

業として運行さ

れるものをい

う。） 

承認 １区画に

つき１月

 １，４

００円 

１年以内 

駐車 １区画に

つき１月

 ２，８

００円 

１年以内 

その他のもの 草津市道

路占用料

条例（昭

和５９年

草津市条

例第１８

号）に規

定する占

用料の例

による。 

その都度市

長が定める

期間 

 

 


